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事例番号：２６０１７１ 

原 因 分 析 報 告 書 要 約 版 

 

産 科 医 療 補 償 制 度 

原因分析委員会第四部会 

 

１．事例の概要 

  初産婦。妊娠３９週０日、妊産婦は、陣痛誘発のため、入院前に自宅でジ

ノプロストン錠の内服を開始した。ジノプロストン錠は１時間毎に１錠ずつ

計４錠内服した。入院後、メトロイリンテルが挿入され、牽引が開始された。

入院から１時間５０分後、オキシトシン点滴が３０ｍＬ／時間で開始され、

１５〜３０分毎に１０ｍＬ／時間の増量が行われた。オキシトシン投与開始

後４時間２５分に自然破水し、メトロイリンテルの脱出がみられ、子宮口の

開大は５ｃｍとなった。胎児心拍数陣痛図上、変動一過性徐脈が頻繁に認め

られ、その約４０分後からは高度遅発一過性徐脈が認められた。破水から３

時間２５分後、子宮口の開大は９．５ｃｍとなり分娩室に入室した。分娩室

入室後の胎児心拍数陣痛図では、基線細変動は消失し、反復する高度遅発一

過性徐脈および高度遷延一過性徐脈が認められ、吸引分娩が開始された。子

宮底圧迫法が併用されたが有効な牽引とはならなかった。吸引分娩開始から

２０分後、胎児心拍数７０拍／分台の徐脈となり、その５分後に緊急帝王切

開が決定され、オキシトシン点滴が減量された。帝王切開決定から２６分後

に児が娩出された。帝王切開時、児の顔面付近に臍帯が認められ、臍帯巻絡

が頸部に１回みられた。胎盤病理組織学検査では、臍帯静脈の一部で拡張が

目立ち、胎盤内の太い血管にも拡張がみられ、胎盤自体のうっ血もやや目立

ち、臍帯圧迫による胎児仮死として矛盾しないとの所見であった。 
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  児の在胎週数は３９週０日、体重は２７７８ｇであった。出生時、自発呼

吸はみられず、バッグ・マスクによる人工呼吸が行われた。アプガースコア

は、生後１分３点（心拍２点、反射１点）、生後５分５点（心拍２点、呼吸１

点、反射１点、皮膚色１点）であった。小児科に入室後、保育器内酸素濃度

３０％で管理された。生後１時間２０分の静脈血ガス分析値は、ｐＨ７．１

６５、ＰＣＯ２２５．０ｍｍＨｇ、ＰＯ２４６．６ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－８．８

ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－１８．８ｍｍｏｌ／Ｌであった。生後１日、四肢の振

戦が出現し、痙攣様の動きが認められ、高次医療機関ＮＩＣＵへの搬送が決

定された。頭部ＣＴでは、側脳室は見えず、浮腫が認められた。 

  高次医療機関ＮＩＣＵ入院後の頭部超音波断層法では、脳室内出血は認め

られず、脳室はスリット状ではあるが確認可能であった。生後２０日の頭部

ＭＲＩでは、両側の大脳基底核や前頭葉から側頭葉、頭頂葉の皮質下に広範

な虚血巣が生じているとの所見であった。 

  本事例は病院における事例であり、産科医１名、小児科医１名、麻酔科医

１名、研修医１名と、助産師２名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

  本事例における脳性麻痺発症の原因は、胎児低酸素・酸血症により低酸素

性虚血性脳症を発症したことであると考えられる。胎児低酸素・酸血症の原

因は、胎児の顔面近くに存在した臍帯が物理的に圧迫されたことによる臍帯

血流障害の可能性が高い。また、子宮底圧迫法を併用した吸引分娩が胎児低

酸素・酸血症の増悪因子となった可能性が高い。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

  外来における妊婦健診は基準内である。 
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  ジノプロストン錠を自宅で内服させたことは基準から逸脱している。入院

時の内診所見がビショップスコア５点でメトロイリンテルによる器械的頸管

熟化処置を施行したことは選択肢のひとつである。メトロイリンテルに生理

食塩水を注入したこと、および牽引したことは基準から逸脱している。オキ

シトシンの開始時投与量および増量法は基準から逸脱している。オキシトシ

ン投与中に分娩監視装置を一時中断したことは選択肢としてありうる。オキ

シトシン投与中に変動一過性徐脈、遅発一過性徐脈を認める状況で、経過観

察を行ったことは選択肢のひとつである。分娩室入室後の胎児心拍数陣痛図

所見より急速遂娩が必要であると判断したことは一般的である。子宮口が全

開大となっていない状態で、急速遂娩の方法として吸引分娩を選択し実行し

たことは医学的妥当性がない。また、約２５分間にわたり吸引術を行ったこ

とは一般的ではない。緊急帝王切開決定後、胎児徐脈が持続している状況に

おいて、オキシトシン投与を減量したのみで継続したことは医学的妥当性が

ない。帝王切開決定から２６分で児を娩出したことは適確である。胎盤病理

組織学検査を実施したことは適確である。 

  新生児蘇生、および小児科入室後の管理は一般的である。生後１日に四肢

の振戦および痙攣様動きを認めたため高次医療機関に搬送したことは一般的

である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

 １）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

 （１）陣痛誘発について 

    頸管熟化不全例における陣痛誘発について、その実施と方法について

再検討することが望まれる。 

 （２）子宮収縮薬の使用について 
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    子宮収縮薬による陣痛誘発・陣痛促進を行う際には、「産婦人科診療ガ

イドライン―産科編２０１４」に則した使用法が勧められる。 

 （３）メトロイリンテルの使用について 

    メトロイリンテルを使用する場合は、「産婦人科診療ガイドライン―産

科編２０１４」ならびに取り扱い説明書（添付文書）の記載事項を順守

することが望まれる。 

 （４）吸引分娩について 

    急速遂娩の方法として吸引分娩を選択した場合、分娩に至らないと児

の状態はさらに悪化し、娩出の救急度は上昇する。したがって、急速遂

娩の方法として吸引分娩を行う時は、常にそのことを念頭に置く必要が

ある。また、「産婦人科診療ガイドライン―産科編２０１４」に示される

吸引分娩の適応と要約について再検討することが望まれる。 

 （５）Ｂ群溶血性連鎖球菌（ＧＢＳ）スクリーニング検査について 

    本事例では、腟分泌物培養検査（ＧＢＳスクリーニング）が妊娠３１

週に実施されたが、「産婦人科診療ガイドライン―産科編２０１４」では、

妊娠３３週から３７週での実施を推奨しており、ガイドラインに則して

実施することが望まれる。 

 （６）正確な胎児心拍数および陣痛計測について 

    本事例の胎児心拍数陣痛図には、子宮収縮波形がほとんど記録されて

いない。胎児心拍数波形の判読には子宮収縮波形が重要な要素となるた

め、陣痛計を正しく装着し記録することが望まれる。 

 （７）診療録の記載について 

    本事例では、妊婦健診における超音波断層法による胎児所見や吸引分

娩開始時の内診所見等の記載がなかった。実施した検査や処置の所見、

観察した事項等に関しては、診療録に正確に記載することが望まれる。 



 - 5 - 

 ２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

   事例検討について 

   児が重度の新生児仮死で出生した場合や重篤な結果がもたらされた場合

は、その原因検索や今後の改善策等について院内で事例検討を行うことが

望まれる。 

 

 ３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

 （１）学会・職能団体に対して 

   ア．吸引分娩の適応と要約の更なる周知徹底が望まれる。 

   イ．「産婦人科診療ガイドライン産科編―２０１４」では、腟分泌物培養

検査（ＧＢＳスクリ－ニング）を妊娠３３週から３７週に実施するこ

とを推奨しているが、検査費用の公的補助制度によって同時期の実施

が難しい地域の医療機関がある。国・地方自治体に対して、ガイドラ

インで推奨する時期に公的補助下に検査が実施できる制度の構築を働

きかけることが望まれる。 

 （２）国・地方自治体に対して 

    特になし。 


